
児童虐待の防止等に関する法律 
 

（平成十二年五月二十四日法律第八十二号） 

最終改正：平成一七年一一月七日法律第一二三号 

 

（最終改正までの未施行法令）  

平成十六年十二月三日法律第百五十三号 （一部未施行）  

平成十七年十一月七日法律第百二十三号 （未施行）  

 

    

 

 

 

（目的）  

第一条  この法律は、児童虐待が児童の人権を著しく侵害し、その心身の成長及び人格の形成に

重大な影響を与えるとともに、我が国における将来の世代の育成にも懸念を及ぼすことにかんが

み、児童に対する虐待の禁止、児童虐待の予防及び早期発見その他の児童虐待の防止に関する国

及び地方公共団体の責務、児童虐待を受けた児童の保護及び自立の支援のための措置等を定める

ことにより、児童虐待の防止等に関する施策を促進することを目的とする。  

 

（児童虐待の定義）  

第二条  この法律において、「児童虐待」とは、保護者（親権を行う者、未成年後見人その他の

者で、児童を現に監護するものをいう。以下同じ。）がその監護する児童（十八歳に満たない者

をいう。以下同じ。）について行う次に掲げる行為をいう。  

一  児童の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加えること。  

二  児童にわいせつな行為をすること又は児童をしてわいせつな行為をさせること。  

三  児童の心身の正常な発達を妨げるような著しい減食又は長時間の放置、保護者以外の同居

人による前二号又は次号に掲げる行為と同様の行為の放置その他の保護者としての監護を著し

く怠ること。  

四  児童に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応、児童が同居する家庭における配偶者に

対する暴力（配偶者（婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含

む。）の身体に対する不法な攻撃であって生命又は身体に危害を及ぼすもの及びこれに準ずる

心身に有害な影響を及ぼす言動をいう。）その他の児童に著しい心理的外傷を与える言動を行

うこと。  

 

（児童に対する虐待の禁止）  

第三条  何人も、児童に対し、虐待をしてはならない。  

 

（国及び地方公共団体の責務等）  

第四条  国及び地方公共団体は、児童虐待の予防及び早期発見、迅速かつ適切な児童虐待を受け

た児童の保護及び自立の支援（児童虐待を受けた後十八歳となった者に対する自立の支援を含む。

第三項及び次条第二項において同じ。）並びに児童虐待を行った保護者に対する親子の再統合の

促進への配慮その他の児童虐待を受けた児童が良好な家庭的環境で生活するために必要な配慮を

した適切な指導及び支援を行うため、関係省庁相互間その他関係機関及び民間団体の間の連携の

強化、民間団体の支援その他児童虐待の防止等のために必要な体制の整備に努めなければならな

い。  



２  国及び地方公共団体は、児童相談所等関係機関の職員及び学校の教職員、児童福祉施設の職

員、医師、保健師、弁護士その他児童の福祉に職務上関係のある者が児童虐待を早期に発見し、

その他児童虐待の防止に寄与することができるよう、研修等必要な措置を講ずるものとする。  

３  国及び地方公共団体は、児童虐待を受けた児童の保護及び自立の支援を専門的知識に基づき

適切に行うことができるよう、児童相談所等関係機関の職員、学校の教職員、児童福祉施設の職

員その他児童虐待を受けた児童の保護及び自立の支援の職務に携わる者の人材の確保及び資質の

向上を図るため、研修等必要な措置を講ずるものとする。  

４  国及び地方公共団体は、児童虐待の防止に資するため、児童の人権、児童虐待が児童に及ぼ

す影響、児童虐待に係る通告義務等について必要な広報その他の啓発活動に努めなければならな

い。  

５  国及び地方公共団体は、児童虐待の予防及び早期発見のための方策、児童虐待を受けた児童

のケア並びに児童虐待を行った保護者の指導及び支援のあり方、学校の教職員及び児童福祉施設

の職員が児童虐待の防止に果たすべき役割その他児童虐待の防止等のために必要な事項について

の調査研究及び検証を行うものとする。  

６  何人も、児童の健全な成長のために、良好な家庭的環境及び近隣社会の連帯が求められてい

ることに留意しなければならない。  

 

（児童虐待の早期発見等）  

第五条  学校、児童福祉施設、病院その他児童の福祉に業務上関係のある団体及び学校の教職員、

児童福祉施設の職員、医師、保健師、弁護士その他児童の福祉に職務上関係のある者は、児童虐

待を発見しやすい立場にあることを自覚し、児童虐待の早期発見に努めなければならない。  

２  前項に規定する者は、児童虐待の予防その他の児童虐待の防止並びに児童虐待を受けた児童

の保護及び自立の支援に関する国及び地方公共団体の施策に協力するよう努めなければならない。  

３  学校及び児童福祉施設は、児童及び保護者に対して、児童虐待の防止のための教育又は啓発

に努めなければならない。  

 

（児童虐待に係る通告）  

第六条  児童虐待を受けたと思われる児童を発見した者は、速やかに、これを市町村、都道府県

の設置する福祉事務所若しくは児童相談所又は児童委員を介して市町村、都道府県の設置する福

祉事務所若しくは児童相談所に通告しなければならない。  

２  前項の規定による通告は、児童福祉法 （昭和二十二年法律第百六十四号）第二十五条 の規

定による通告とみなして、同法 の規定を適用する。  

３  刑法 （明治四十年法律第四十五号）の秘密漏示罪の規定その他の守秘義務に関する法律の

規定は、第一項の規定による通告をする義務の遵守を妨げるものと解釈してはならない。  

 

第七条  市町村、都道府県の設置する福祉事務所又は児童相談所が前条第一項の規定による通告

を受けた場合においては、当該通告を受けた市町村、都道府県の設置する福祉事務所又は児童相

談所の所長、所員その他の職員及び当該通告を仲介した児童委員は、その職務上知り得た事項で

あって当該通告をした者を特定させるものを漏らしてはならない。  

 

第八条  市町村又は都道府県の設置する福祉事務所が第六条第一項の規定による通告を受けた

ときは、市町村又は福祉事務所の長は、必要に応じ近隣住民、学校の教職員、児童福祉施設の職

員その他の者の協力を得つつ、当該児童との面会その他の手段により当該児童の安全の確認を行

うよう努めるとともに、必要に応じ児童福祉法第二十五条の七第一項第一号 若しくは第二項第一

号 又は第二十五条の八第一号 の規定による児童相談所への送致を行うものとする。  

２  児童相談所が第六条第一項の規定による通告又は児童福祉法第二十五条の二第一号 の規定

による送致を受けたときは、児童相談所長は、必要に応じ近隣住民、学校の教職員、児童福祉施



設の職員その他の者の協力を得つつ、当該児童との面会その他の手段により当該児童の安全の確

認を行うよう努めるとともに、必要に応じ同法第三十三条第一項 の規定による一時保護を行うも

のとする。  

３  前二項の児童の安全の確認、児童相談所への送致又は一時保護を行う者は、速やかにこれを

行うよう努めなければならない。  

 

（立入調査等）  

第九条  都道府県知事は、児童虐待が行われているおそれがあると認めるときは、児童委員又は

児童の福祉に関する事務に従事する職員をして、児童の住所又は居所に立ち入り、必要な調査又

は質問をさせることができる。この場合においては、その身分を証明する証票を携帯させなけれ

ばならない。  

２  前項の規定による児童委員又は児童の福祉に関する事務に従事する職員の立入り及び調査

又は質問は、児童福祉法第二十九条 の規定による児童委員又は児童の福祉に関する事務に従事す

る吏員の立入り及び調査又は質問とみなして、同法第六十二条第四号 の規定を適用する。  

 

（警察署長に対する援助要請等）  

第十条  児童相談所長は、第八条第二項の児童の安全の確認又は一時保護を行おうとする場合に

おいて、これらの職務の執行に際し必要があると認めるときは、当該児童の住所又は居所の所在

地を管轄する警察署長に対し援助を求めることができる。都道府県知事が、前条第一項の規定に

よる立入り及び調査又は質問をさせようとする場合についても、同様とする。  

２  児童相談所長又は都道府県知事は、児童の安全の確認及び安全の確保に万全を期する観点か

ら、必要に応じ適切に、前項の規定により警察署長に対し援助を求めなければならない。  

３  警察署長は、第一項の規定による援助の求めを受けた場合において、児童の生命又は身体の

安全を確認し、又は確保するため必要と認めるときは、速やかに、所属の警察官に、同項の職務

の執行を援助するために必要な警察官職務執行法 （昭和二十三年法律第百三十六号）その他の法

令の定めるところによる措置を講じさせるよう努めなければならない。  

 

（児童虐待を行った保護者に対する指導）  

第十一条  児童虐待を行った保護者について児童福祉法第二十七条第一項第二号 の規定により

行われる指導は、親子の再統合への配慮その他の児童虐待を受けた児童が良好な家庭的環境で生

活するために必要な配慮の下に適切に行われなければならない。  

２  児童虐待を行った保護者について児童福祉法第二十七条第一項第二号 の措置が採られた場

合においては、当該保護者は、同号 の指導を受けなければならない。  

３  前項の場合において保護者が同項の指導を受けないときは、都道府県知事は、当該保護者に

対し、同項の指導を受けるよう勧告することができる。  

 

（面会又は通信の制限等）  

第十二条  児童虐待を受けた児童について児童福祉法第二十七条第一項第三号 の措置（以下「施

設入所等の措置」という。）（同法第二十八条 の規定によるものに限る。）が採られた場合にお

いては、児童相談所長又は同号 に規定する施設の長は、児童虐待の防止及び児童虐待を受けた児

童の保護の観点から、当該児童虐待を行った保護者について当該児童との面会又は通信を制限す

ることができる。  

 

第十二条の二  児童虐待を受けた児童について施設入所等の措置（児童福祉法第二十八条 の規

定によるものを除く。）が採られた場合において、当該児童虐待を行った保護者が当該児童の引

渡し又は当該児童との面会若しくは通信を求め、かつ、これを認めた場合には再び児童虐待が行

われ、又は児童虐待を受けた児童の保護に支障をきたすと認めるときは、児童相談所長は、次項



の報告を行うに至るまで、同法第三十三条第一項 の規定により児童に一時保護を行うことができ

る。  

２  児童相談所長は、前項の一時保護を行った場合には、速やかに、児童福祉法第二十六条第一

項第一号 の規定に基づき、同法第二十八条 の規定による施設入所等の措置を要する旨を都道府

県知事に報告しなければならない。  

 

（児童福祉司等の意見の聴取）  

第十三条  都道府県知事は、児童虐待を受けた児童について施設入所等の措置が採られ、及び当

該児童の保護者について児童福祉法第二十七条第一項第二号 の措置が採られた場合において、当

該児童について採られた施設入所等の措置を解除しようとするときは、当該児童の保護者につい

て同号 の指導を行うこととされた児童福祉司等の意見を聴かなければならない。  

 

（児童虐待を受けた児童等に対する支援）  

第十三条の二  市町村は、児童福祉法第二十四条第三項 の規定により保育所に入所する児童を

選考する場合には、児童虐待の防止に寄与するため、特別の支援を要する家庭の福祉に配慮をし

なければならない。  

２  国及び地方公共団体は、児童虐待を受けた児童がその年齢及び能力に応じ充分な教育が受け

られるようにするため、教育の内容及び方法の改善及び充実を図る等必要な施策を講じなければ

ならない。  

３  国及び地方公共団体は、居住の場所の確保、進学又は就業の支援その他の児童虐待を受けた

者の自立の支援のための施策を講じなければならない。  

 

（親権の行使に関する配慮等）  

第十四条  児童の親権を行う者は、児童のしつけに際して、その適切な行使に配慮しなければな

らない。  

２  児童の親権を行う者は、児童虐待に係る暴行罪、傷害罪その他の犯罪について、当該児童の

親権を行う者であることを理由として、その責めを免れることはない。  

 

（親権の喪失の制度の適切な運用）  

第十五条  民法 （明治二十九年法律第八十九号）に規定する親権の喪失の制度は、児童虐待の

防止及び児童虐待を受けた児童の保護の観点からも、適切に運用されなければならない。  

 

（大都市等の特例）  

第十六条  この法律中都道府県が処理することとされている事務で政令で定めるものは、地方自

治法 （昭和二十二年法律第六十七号）第二百五十二条の十九第一項 の指定都市（以下「指定都

市」という。）及び同法第二百五十二条の二十二第一項 の中核市（以下「中核市」という。）に

おいては、政令で定めるところにより、指定都市又は中核市（以下「指定都市等」という。）が

処理するものとする。この場合においては、この法律中都道府県に関する規定は、指定都市等に

関する規定として指定都市等に適用があるものとする。  

 

 

   附 則 抄  

 

（施行期日） 

第一条  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から

施行する。ただし、附則第三条中児童福祉法第十一条第一項第五号の改正規定及び同法第十六条

の二第二項第四号の改正規定並びに附則第四条の規定は、公布の日から起算して二年を超えない



範囲内において政令で定める日から施行する。  

 

（検討）  

第二条  児童虐待の防止等のための制度については、この法律の施行後三年を目途として、この

法律の施行状況等を勘案し、検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるもの

とする。  

 

   附 則 （平成一三年一二月一二日法律第一五三号） 抄  

 

（施行期日） 

第一条  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から

施行する。  

 

（処分、手続等に関する経過措置） 

第四十二条  この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律（これに基づく命令を含む。以下この

条において同じ。）の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの

法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれ

ぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。  

 

（罰則に関する経過措置） 

第四十三条  この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によること

とされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の

例による。  

 

（経過措置の政令への委任） 

第四十四条  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で

定める。  

 

   附 則 （平成一五年七月一六日法律第一二一号） 抄  

 

（施行期日） 

第一条  この法律は、平成十七年四月一日から施行する。  

 

   附 則 （平成一六年四月一四日法律第三〇号） 抄  

 

（施行期日） 

第一条  この法律は、平成十六年十月一日から施行する。ただし、第二条の規定は児童福祉法の

一部を改正する法律（平成十六年法律第百五十三号）附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日

から、附則第三条の規定は同法の施行の日から施行する。  

 

（検討） 

第二条  児童虐待の防止等に関する制度に関しては、この法律の施行後三年以内に、児童の住所

又は居所における児童の安全の確認又は安全の確保を実効的に行うための方策、親権の喪失等の

制度のあり方その他必要な事項について、この法律による改正後の児童虐待の防止等に関する法

律の施行状況等を勘案し、検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものと

する。  

 



   附 則 （平成一六年一二月三日法律第一五三号） 抄  

 

（施行期日） 

第一条  この法律は、平成十七年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当

該各号に定める日から施行する。  

三  第二条（次号に掲げる改正規定を除く。）並びに附則第三条、第四条、第六条及び第十条（次

号に掲げる改正規定を除く。）の規定 平成十七年四月一日  

四  第二条中児童福祉法第五十九条の四の改正規定及び附則第十条中児童虐待の防止等に関す

る法律（平成十二年法律第八十二号）第十六条の改正規定 平成十八年四月一日  

 

   附 則 （平成一七年一一月七日法律第一二三号） 抄  

 

（施行期日） 

第一条  この法律は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当

該各号に定める日から施行する。  

一  附則第二十四条、第四十四条、第百一条、第百三条、第百十六条から第百十八条まで及び

第百二十二条の規定 公布の日  

二  第五条第一項（居宅介護、行動援護、児童デイサービス、短期入所及び共同生活援助に係

る部分を除く。）、第三項、第五項、第六項、第九項から第十五項まで、第十七項及び第十九

項から第二十二項まで、第二章第一節（サービス利用計画作成費、特定障害者特別給付費、特

例特定障害者特別給付費、療養介護医療費、基準該当療養介護医療費及び補装具費の支給に係

る部分に限る。）、第二十八条第一項（第二号、第四号、第五号及び第八号から第十号までに

係る部分に限る。）及び第二項（第一号から第三号までに係る部分に限る。）、第三十二条、

第三十四条、第三十五条、第三十六条第四項（第三十七条第二項において準用する場合を含む。）、

第三十八条から第四十条まで、第四十一条（指定障害者支援施設及び指定相談支援事業者の指

定に係る部分に限る。）、第四十二条（指定障害者支援施設等の設置者及び指定相談支援事業

者に係る部分に限る。）、第四十四条、第四十五条、第四十六条第一項（指定相談支援事業者

に係る部分に限る。）及び第二項、第四十七条、第四十八条第三項及び第四項、第四十九条第

二項及び第三項並びに同条第四項から第七項まで（指定障害者支援施設等の設置者及び指定相

談支援事業者に係る部分に限る。）、第五十条第三項及び第四項、第五十一条（指定障害者支

援施設及び指定相談支援事業者に係る部分に限る。）、第七十条から第七十二条まで、第七十

三条、第七十四条第二項及び第七十五条（療養介護医療及び基準該当療養介護医療に係る部分

に限る。）、第二章第四節、第三章、第四章（障害福祉サービス事業に係る部分を除く。）、

第五章、第九十二条第一号（サービス利用計画作成費、特定障害者特別給付費及び特例特定障

害者特別給付費の支給に係る部分に限る。）、第二号（療養介護医療費及び基準該当療養介護

医療費の支給に係る部分に限る。）、第三号及び第四号、第九十三条第二号、第九十四条第一

項第二号（第九十二条第三号に係る部分に限る。）及び第二項、第九十五条第一項第二号（第

九十二条第二号に係る部分を除く。）及び第二項第二号、第九十六条、第百十条（サービス利

用計画作成費、特定障害者特別給付費、特例特定障害者特別給付費、療養介護医療費、基準該

当療養介護医療費及び補装具費の支給に係る部分に限る。）、第百十一条及び第百十二条（第

四十八条第一項の規定を同条第三項及び第四項において準用する場合に係る部分に限る。）並

びに第百十四条並びに第百十五条第一項及び第二項（サービス利用計画作成費、特定障害者特

別給付費、特例特定障害者特別給付費、療養介護医療費、基準該当療養介護医療費及び補装具

費の支給に係る部分に限る。）並びに附則第十八条から第二十三条まで、第二十六条、第三十

条から第三十三条まで、第三十五条、第三十九条から第四十三条まで、第四十六条、第四十八

条から第五十条まで、第五十二条、第五十六条から第六十条まで、第六十二条、第六十五条、

第六十八条から第七十条まで、第七十二条から第七十七条まで、第七十九条、第八十一条、第



八十三条、第八十五条から第九十条まで、第九十二条、第九十三条、第九十五条、第九十六条、

第九十八条から第百条まで、第百五条、第百八条、第百十条、第百十二条、第百十三条及び第

百十五条の規定 平成十八年十月一日  

 

（罰則の適用に関する経過措置） 

第百二十一条  この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によるこ

ととされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前

の例による。  

 

（その他の経過措置の政令への委任） 

第百二十二条  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令

で定める。  

 


